バイスロン競技用ライフル銃の技能講習免除推薦基準要綱　改正対比表
※新たに規定する。
	日本ライフル協会
	日本バイアスロン連盟
	理由他

	【Ｉ−ライフル協会】ライフル銃の技能講習の免除に関する推薦 
ライフル銃の技能講習の免除に関する推薦基準要綱 
 
1. 趣 旨 
この要綱は、銃砲刀剣類所持等取締法（昭和 33 年法律第 ６ 号。以下「法」 という。）第５条の２第３項第１号の推薦に必要な基準等を定めるものである。 
 
2. 推薦基準 
次の各号のすべてに該当する者で、日本ライフル射撃協会が適当であると認めた者について行うものとする。 
⑴　満 20 歳以上の者。ただし、日本スポーツ協会から法第５条の２第１項 第 １ 号の推薦を受けている場合にあっては、18 歳以上の者
(2) 日本ライフル射撃協会の会員（正会員、普通会員）
(3) 国民スポーツ大会のライフル銃射撃競技に参加する選手又はその候補者と認められる者 
(4) 日本スポーツ協会または日本ライフル射撃協会が主催して行う運動競技会（都道府県ライフル射撃協会等の日本ライフル射撃協会の加盟団体（以下単に「加盟団体」という。）が主催して行う運動競技会を含む。）の ライフル射撃競技（３ 姿勢 120 発競技、３ 姿勢 60 発競技、伏射 60 発競技、 伏射 40 発競技及び伏射 20 発競技に限る。）に、原則として毎年２ 回以上 又は直近 ３ 年間で計 ６ 回以上参加し、引き続き年 ２ 回以上参加し得る者 
⑸ 前号で定める運動競技会における得点に関し次のいずれかを満たす者 
①参加した １ 回以上の運動競技会で、日本ライフル射撃協会段級審査規 程で定める １ 級相当以上の点数（別表 １ 級の欄に掲げる点数以上の点 数をいう。） 
② 参加したすべての運動競技会で、日本ライフル射撃協会段級審査規程で定める ５ 級相当以上の点数（別表 ５ 級の欄に掲げる点数以上の点数を いう。） 
(6) 誓約事項を遵守し得ると認められる者 
3. 推薦の手続 
⑴ ライフル銃の技能講習の免除に関する推薦を受けようとする者は、電磁的方法による電子申請を行う。申請にあたって大口径ライフル銃は誓約事項｟ 誓 5 ｠に、小口径ライフル銃は誓約事項｟ 誓 6 ｠に同意することにより完了する。
 ⑵ 申請者が所属する加盟団体は、電子推薦申請をした者について、推薦基準に適合するかどうかを審査し、適合する者と判定した場合は、承認ボタンを押下する。 
(3) 日本ライフル射撃協会は、推薦委員会で審査の上、申請者が推薦基準に 適合すると認定した場合は、その者についてのライフル銃の技能講習免 除推薦依頼書｟ 依 7 ｠１ 通を作成し、日本スポーツ協会に提出する。 
(4) 日本スポーツ協会は、日本ライフル射撃協会から推薦を依頼された者について、以下を日本ライフル射撃協会に交付する。法第５条の２第３項第１号の推薦に係る銃砲刀剣類所 持等取締法施行規則（昭和 33 年総理府令第 16 号）別記様式第 15 号の推薦書｟ 推 9 ｠正副各 １ 通 
(5) 日本ライフル射撃協会は、推薦書の写しを作成した後、推薦書正本 １ 通及び写しを加盟団体に送付する。 
(6) 加盟団体は、申請者に推薦書正本を交付し、その写しを保管する。 
(7) 推薦書は １ 申請につき １ 通とし、推薦を受けた者がこれを都道府県公安委員会への申請書に添付できる期間は １ 年とする。 


 4. 推薦の取り消し 
日本スポーツ協会は、自らが行った推薦を受けている者が次の 各号のいずれかに該当する場合は、日本ライフル射撃協会の取り消し依頼に基づき推薦を取り消すものとする。 
①日本ライフル射撃協会の会員でなくなったとき 
②誓約事項に違反したとき 
③正当な理由なく、日本スポーツ協会または日本ライフル射撃協会が主催して行う運動競技会（加盟団体が主催して行う運動競技会を含む。）のライフル射撃競技に年 ２ 回以上参加しなかったとき 
④その他、日本ライフル射撃協会の会員としてふさわしくない行為があっ
たとき 
 5. 取り消しの手続 
⑴日本ライフル射撃協会の理事または加盟団体は、日本スポーツ協会の推薦を受けた者が取り消しの基準に該当するにいたったと認めるときは、推薦取消上申書｟ 上 4 ｠１ 通を作成し、日 本ライフル射撃協会に送付する。 
⑵推薦取消上申書を受けた日本ライフル射撃協会は、その者について理事会で審査の上、取り消しの基準に該当すると認めたときは、推薦取消依頼書 ｟ 頼 4 ｠１ 通を作成し、日本スポーツ協会に提出する。


 ⑶日本スポーツ協会は、推薦取消依頼書に基づき推薦取消書｟ 消 4 ｠１ 通並びに推薦取消通知書｟ 通 4 ｠正本 １ 通及び写し１ 通を作成し、日本ライフル射撃協会に交付する。 
⑷日本ライフル射撃協会は、推薦取消書を被取消者に交付するとともに、推薦取消通知書を被取消者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に、その写しを電子推薦申請を適合と判定した加盟団体に送付する。 


附 則 
1. この要綱は、平成 21 年 12 月 ４ 日から施行する。 
2. この要綱は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。 
3. この要綱は、令和 6 年 1 月 31 日から施行する。 

	

バイスロン競技用ライフル銃の技能講習の免除に関する推薦基準要綱（案）
1. 趣 旨 
この要綱は、銃砲刀剣類所持等取締法（昭和 33 年法律第 ６ 号。以下「銃刀法」 という。）第七条の三第三項第一号の許可の更新に必要な基準等を定めるものである。 
2. 推薦基準
次の各号にすべて該当する者で、日本バイアスロン連盟が適当であると認めた者について行うものとする。
（１）満２０歳以上の者及び１８歳以上で連盟の定めた者
（２）日本バイアスロン連盟の正会員
（３）日本スポーツ協会または日本バイアスロン連盟が主催して行う運動競技会のバイアスロン競技の選手または候補者と認められる者
（４）日本スポーツ協会または日本バイアスロン連盟が主催して行う運動競技会（都道府県バイアスロン連盟等の日本バイアスロン連盟の加盟団体（以下単に「加盟団体」という。）が主催して行う運動競技会を含む。）のバイアスロン競技に年２回３年間６種目以上参加し得る者（レーザーライフル銃使用大会を含む）





　








3.　推薦の手続 
（１）バイスロン競技用ライフル銃の技能講習の免除を受けようとする者は、技能講習免除推薦上申書（技講免様式第１号。以下「推薦上申書」という。）及び競技会参加実績報告書（技講免様式第２号）に所定の事項を記載し、手数料5千円を納付し日本バイアスロン連盟に提出する。


（２）日本バイアスロン連盟は、銃所持推薦・射撃委員会で審査の上、申請者が推薦基準に適合すると認定した場合は、その者についてのバイスロン競技用ライフル銃の技能講習免除推薦依頼書（技講免様式第３号）１ 通を作成し、日本スポーツ協会に提出する。 




（３）日本バイアスロン連盟は、推薦書（1）の写しを作成した後、推薦書（1）正本１通および写しを申請者に送付する。


（４）推薦書は１銃につき１通とし、推薦を受けた者がこれを都道府県公安委員会への申請書に添付できる期間は１年とする。ただし、推薦を受けているライフル銃の更新には、日本スポーツ協会の再推薦は必要としない。













54. 取り消しの手続き
（１）銃所持者自ら取り消しの基準（2）に該当するにいたったと認めるときは、推薦取消上申書（技講免様式第５号）１通を作成し、日本バイアスロン連盟に送付する。
（２）推薦取消上申書を受けた日本バイアスロン連盟は、その者について推薦委員会で審査の上、取り消しの基準（2）に該当すると認めたときは､推薦取消依頼書（技講免様式第６号）１通を作成し日本スポーツ協会に提出する。
（３）前項（２）の推薦取消上申書が提出されていない場合であっても、取り消しの基準（2）に該当すると認めたときは、理事会決議に基づき、会長が推薦取消依頼書（銃所推様式第７号）１通を作成し日本スポーツ協会に提出することができる。




（４）日本バイアスロン連盟は、推薦取消書を被取消者に交付するとともに、推薦取消通知書を被取消者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に送付する。
 

附 則 
1. この要綱は、平成 21 年 12 月 ４ 日から施行する。 
2. この要綱は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。 
3. この要綱は、令和 6 年 1 月 31 日から施行する。 
4. この要綱は、令和 7 年9月11日から施行する。 




【以下、関連条文】
１：法第五条の二第四項二
２：法第十一条

	





・準拠法の訂正



・銃所持推薦要綱改正案に倣い記述









・大会参加回数を明記
















・銃所持推薦要綱改正案に倣い記述









・「日本スポーツ協会～」は上位団体を規定する形であり避けるため銃刀法の規定を引用記載する形に修正し要綱文末に記載






「日本スポーツ協会～」は上位団体を規定する形であり避けるため銃刀法の規定を引用記載する形に修正し要綱文末に記載







・銃所持推薦要綱改正案に倣い記述








「日本スポーツ協会～」は上位団体を規定する形であり避けるため銃刀法の規定を引用記載する形に修正し要綱文末に記載
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｟ 技講免様式１号｠ 

年　　　月　　　日

公益社団法人日本バイアスロン連盟

会　長　　　出口　弘之　　殿


申請者住所
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　印


バイスロン競技用ライフル銃の技能講習免除推薦上申書


下記の者について、バイスロン競技用ライフル銃に係る銃砲刀剣類所持等取締法第 五条の二第三項第一号の推薦を依頼いたします。 
 

記 
 
1． 被推薦者 
本  籍
住  所
職  業
氏  名               			性別 
  生年月日 
 
2， 推薦の理由 
日本スポーツ協会または日本バイアスロン連盟が主催して行う運動競技会のバイアスロン競技に３年間６種目以上参加しており、参加する選手またはその候補者として適当であります。
なお、更新等を受けたい銃の種類は、次の通りです。 
   
  種  類  バイスロン競技用ライフル銃



｟ 技講免様式１号｠ 
＜添付　様式第１号＞
バイスロン競技用ライフル銃所持申請の場合に添付

所持している銃の明細表（申請銃も記入のこと）

	所持許可
	許可番号
	
	
	
	
	

	
	許可年月日
	
	
	
	
	

	
	公安委員会
	
	
	
	
	

	銃                器
	種類
	
	
	
	
	

	
	銘柄
	
	
	
	
	

	
	弾倉容量
	
	
	
	
	

	
	口径
	mm
	mm
	mm
	mm
	mm

	
	適合実包
	
	
	
	
	

	
	銃番号
	
	
	
	
	

	日本スポーツ協会                の推薦の有無
	有・無
	有・無
	有・無
	有・無
	有・無

	推薦書番号
	第　　号
	第　　号
	第　　号
	第　　号
	第　　号

	推薦年月日
	
	
	
	
	

	そ　の　他
	申


請


銃
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※修正箇所：波線線、削除：一重線
｟ 技講免様式２号｠ 
競　技　会　参　加　実　績　報　告　書

期間中に参加した公益社団法人日本バイアスロン連盟主催・主管又は共催の競技会名及びその成績は下記のとおりです。
（都道府県連名　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　）
	競　技　会　名
	開催年月日
	場　　所
	参　　加　　成　　績
	特 記 事 項

	
	
	
	競 技 種 目
	タイム等
	順位
	

	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	


年　　　月　　　日
上記の記載事項を照査した結果、誤りのないことを確認いたしました。
銃所持推薦・射撃委員会

委員長名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

｟ 技講免様式３号｠ 
番     号
   年  月  日 
 公益財団法人 日本スポーツ協会 
会 長   遠藤　利明　　 殿 
公益社団法人 日本バイアスロン連盟　
会 長　　出口弘之　　印　
バイスロン競技用ライフル銃の技能講習免除推薦依頼書

 下記の者について、バイスロン競技用ライフル銃に係る銃砲刀剣類所持等取締法第 五 条の 二 第 三 項第 一 号の推薦を依頼いたします。 
記
1． 被推薦者
	本　　籍
	


	住　　所
	


	職　　業
	


	氏　　名
	

	性別
	

	生年月日
	



２．推薦の理由
	推薦の理由
	日本スポーツ協会または日本バイアスロン連盟が主催して行う運動競技会のバイアスロン競技に３年間６種目以上参加しており、参加する選手またはその候補者として適当であります。
なお、更新等を受けたい銃の種類は、次の通りです。 
　種　　類　バイスロン競技用ライフル銃
　銘　　柄　
　口　　径　
　適合実包　




｟技講免様式４号｠ 
第15号（第12条関係）
 第   号 
推  薦  書
 
  年  月  日 
 
	 　　　　　公安委員会 殿 	 
推薦者
公益財団法人 日本スポーツ協会
会 長　　遠藤　利明　　印
 
銃砲刀剣類所持等取締法第 五 条の 二 第 三 項第 一 号の規定により、下記のとおり推薦します。 
 
	被  推  薦者
 

	本    籍
	 


	
	住     所
	 


	
	職     業
	 


	
	氏     名
	 


	
	生 年 月 日
	 


	推薦の理由
	日本スポーツ協会または日本バイアスロン連盟が主催して行う運動競技会のバイアスロン競技に３年間６種目以上参加しており、参加する選手またはその候補者として適当であります。
なお、更新等を受けたい銃の種類は、次の通りです。 
　種　　類　バイスロン競技用ライフル銃
　銘　　柄　
　口　　径　
適合実包　





｟ 技講免様式５号｠ 

  
推薦取消上申書
  
 	  年  月  日
公益社団法人日本バイアスロン連盟

会　長　　　出口　弘之　　殿

申請者氏名　　　　　　　　　　　　　　印　
もしくは
公益社団法人日本バイアスロン連盟

会　　長　　　　　　　　　　　　　　　印　
 
下記の者についての推薦の取り消しを上申します。 
記 
1. 被推薦者 
住   所
氏   名
推薦年月日
年   月   日
推薦書番号    第    号  　技能講習の免除に関する推薦    
種   類   バイスロン競技用ライフル銃 
 
2. 取消の理由 
 
	


｟ 技講免様式６号｠ 
番     号
   年  月  日 
推薦取消依頼書
 
 
公益財団法人　日本スポーツ協会

会　長　　　遠藤　利明　　殿
公益社団法人日本バイアスロン連盟

会　長　　　出口　弘之　　印　　 
 
   下記の者についての、推薦取消を依頼いたします。 
 
記 
 
推薦年月日    年   月   日 
 
 推薦書番号    第    号 技能講習の免除に関する推薦 
 
 種   類    バイスロン競技用ライフル銃
  
取消の理由 


｟ 技講免様式７号｠ 
 第15号（第12条関係）
 第   号 
 
推薦取消書
 
  年  月  日 
 
          殿 	 
公益財団法人　日本スポーツ協会

会　長　遠藤　利明　　　印
 
 貴殿の推薦を取り消します。 
 
記 
 
 推薦年月日    年   月   日 
 
 推薦書番号    第    号 技能講習の免除に関する推薦 
 
 種   類    バイスロン競技用ライフル銃 

  取消の理由 
 


｟ 技講免様式８号｠ 
 第15号（第12条関係）
 第   号 
 
推薦取消通知書
 
  年  月  日 
 
    公安委員会 殿 
 
公益財団法人　日本スポーツ協会

会　長　遠藤　利明　　印
 
 
 下記の者の推薦を取り消しましたので通知します。
記
 住   所 
 
 氏   名 
 
 推薦年月日    年   月   日 
 
 推薦書番号  第    号  技能講習の免除に関する推薦 
 
 種   類  バイスロン競技用ライフル銃 
 
 取消の理由 

